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花巻市高齢者いきいきプラン
（花巻市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）

を策定しました

65歳以上の人の介護保険料の設定

【問い合わせ】 新館長寿福祉課（緯41-3576）

　地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにサポートする、総合

相談窓口です。市内５カ所に設置していますので、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

【開所日時】　月～金曜日、午前８時30分～午後５時15分

※祝日、12月29日～１月３日を除く

一人で悩んでいませんか

地域包括支援センターへお気軽にご相談ください

●「
通
い
の
場
」で
仲
間
と
交
流

　「
通
い
の
場
」と
し
て
、
公
民
館
な
ど
で

地
域
の
仲
間
と
一
緒
に
自
主
的
に
介
護
予

防
の
体
操
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
が
あ

り
ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
新
館
長
寿
福

祉
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
ご
近
所
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業

　「
ご
近
所
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
」は
、
地
域

に
お
け
る
生
活
支
援
で
す
。
ご
み
出
し
の

場
所
が
遠
い
、
草
取
り
や
除
雪
が
大
変
、

移
動
手
段
が
な
い
と
い
っ
た
生
活
の
困
り

事
を
、
お
互
い
に
支
援
し
合
い
、
地
域
の

つ
な
が
り
を
広
げ
て
い
く
仕
組
み
で
す
。

　「
地
域
の
た
め
に
何
か
を
し
て
み
た
い
」

「
高
齢
者
の
手
助
け
を
し
た
い
」な
ど
、
支

え
合
う
活
動
に
興
味
の
あ
る
人
を
対
象

に
、
市
で
は「
生
活
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。
本
年

度
の
日
程
が
決
ま
り
次
第
、
広
報
は
な
ま

き
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
け
あ
プ
ロ
ｎ
ａ
ｖ
ｉ

　
介
護
事
業
所
の
所
在
地
や

サ
ー
ビ
ス
内
容
、
医
療
機
関

の
所
在
地
や
診
療
内
容
・
時

間
な
ど
を
検
索
で
き
ま
す
。

健康のために何が

できるかしら？

最近、物忘れが

出てきて生活が

不安…

家族が退院した。介

護が必要そうだけど

どうしたらいいの？

お金の管理が心配

だけど、頼る人が

いない…

近所の高齢者の姿を

最近見かけていな

い。大丈夫かな？

所得段階 対象者 負担割合 年額保険料

第１段階

世帯全員が
住民税非課税

◦生活保護受給者　◦老齢福祉年金受給者
◦�前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額の0.25 17,300円

第２段階 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人 基準額の0.4 27,600円

第３段階 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人 基準額の0.685 47,300円

第４段階 課税世帯で本人
は住民税非課税

前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額の0.9 62,100円

第５段階 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人 基準額 69,000円

第６段階

本人が
住民税課税

前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額の1.2 82,800円

第７段階 前年の合計所得金額が120万円以上の人 基準額の1.3 89,700円

第８段階 前年の合計所得金額が210万円以上の人 基準額の1.5 103,500円

第９段階 前年の合計所得金額が320万円以上の人 基準額の1.7 117,300円

第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上の人 基準額の1.9 131,100円

第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上の人 基準額の2.1 144,900円

第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上の人 基準額の2.3 158,700円

第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額の2.4 165,600円

※�合計所得額は、収入から必要経費などを控除した額です。第１～５段階の人の合計所得金額は、年金収入にか

かる雑所得を差し引いた後の金額です

●
高
齢
化
率
は
上
昇
傾
向

　
本
市
の
高
齢
化
率
（
65
歳
以
上
の
人
の

人
口
割
合
）は
、
35
・
１
㌫（
令
和
５
年
10
月

１
日
現
在
）で
、
今
後
も
上
昇
す
る
見
込
み

で
す
。
ま
た
、
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や

高
齢
者
の
み
の
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
た

め
、
地
域
全
体
で
高
齢
者
を
支
え
る
体
制

の
整
備
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
市
で
は

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
健
康
に
暮

ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
新
た
な「
花
巻

市
高
齢
者
い
き
い
き
プ
ラ
ン
」を
策
定
し

ま
し
た
。

●
花
巻
市
高
齢
者
い
き
い
き
プ
ラ
ン
で

　
定
め
て
い
る
こ
と

　
本
プ
ラ
ン
で
は
、
▼
高
齢
者
福
祉
な
ど

の
事
業
の
推
進
方
針
や
体
制
▼
介
護
予
防

な
ど
の
事
業
内
容
▼
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
見
込
み
量
▼
介
護
保
険
料
―
な
ど
を
定

め
て
い
ま
す
。
計
画
期
間
は
、
令
和
６
～

８
年
度
の
３
年
間
で
す
。

【
基
本
目
標
】

高
齢
者
が
慣
れ
親
し
ん
だ
地
域
で

心
身
と
も
に
健
康
で
生
き
が
い
を
も
っ
て

生
活
で
き
る
ま
ち

【
施
策
目
標
】

　
基
本
目
標
を
実
現
す
る
た
め
、
四
つ
の

施
策
目
標
を
掲
げ
て
取
り
組
み
ま
す
。

①
高
齢
者
の
積
極
的
な
社
会
参
加
の
推
進

②
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り

③
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
づ
く
り

④
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

●
通
院
時
の
交
通
費
助
成
を
拡
充

　
市
で
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
に
対

し
、
通
院
に
利
用
し
た
タ
ク
シ
ー
代
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
か
ら
、
自
宅
か
ら
バ
ス
停
留
所

ま
で
の
距
離
要
件
を
撤
廃
。
ま
た
、
１
回

当
た
り
の
助
成
額
を
拡
充
し
た
ほ
か
、
自

宅
か
ら
医
療
機
関
ま
で
の
距
離
に
応
じ

て
、
年
間
上
限
額
を
最
大
３
万
円
ま
で
引

き
上
げ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
広
報
は
な

ま
き
４
月
１
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
除
雪
支
援
事
業
を
拡
充

　
高
齢
者
世
帯
な
ど
に
対
す
る
除
雪
支
援

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
人
力
に
よ
る
除
雪

作
業
の
み
を
助
成
対
象
と
し
て
い
ま
し

た
。
本
年
度
か
ら
は
、
機
械
に
よ
る
除
雪

作
業
も
助
成
対
象
と
し
ま
す
。

●
介
護
予
防
の
推
進

　
要
介
護
状
態
へ
の
移
行
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
適
切
な
運
動
・
栄
養
の
習
慣
に
よ
り

足
腰
を
丈
夫
に
す
る
こ
と
や
、
生
活
習
慣

病
を
予
防
す
る
た
め
の
健
康
づ
く
り
に
取

り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
市
で
は
、
介
護
予
防
教
室
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
日
程
に
つ
い
て
は
随
時
、
地
区

回
覧
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
開
催
し
て
い
る
介
護
予
防
教
室
の
例
】

◦�

理
学
療
法
士
に
よ
る
ひ
ざ
痛
・
腰
痛
予

防
教
室

◦�

カ
ラ
オ
ケ
を
活
用
し
た
ダ
ン
ス
教
室

◦�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
使
っ
た
介

護
予
防
教
室

　
本
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
10
人
以
上
の
団
体
を
対
象
に
市
の
職

員
が
本
プ
ラ
ン
の
説
明
に
出

向
く「
ふ
れ
あ
い
出
前
講
座
」

も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　65歳以上の人の介護保険料は、市区町村の介護サービス費が賄えるように算出された 基準額 を基に

決まります。本市の令和６～８年度の基準額は６万９千円と設定。これまでと同額としました。この基

準額を基に所得に応じた自己負担となるよう、以下のとおり13段階（＊）の保険料に分けています。

＊これまでは11段階に分けていましたが、国の基準に合わせ13段階としました

【問い合わせ】

▶�花巻中央地域包括支援センター（〒025-8601花城町9-30 花巻市役所本庁新館内 ☎24-7246）…担当

地区（花巻北、花巻東、花巻西、花巻南、矢沢、宮野目）

▶ 花巻西地域包括支援センター（〒025-0131轟木7-188-1 花巻市社会福祉協議会西南デイサービス内 

☎29-4873）…担当地区（湯口、湯本、太田、笹間）

▶大迫地域包括支援センター（〒028-3203大迫町大迫13-23-1 大迫保健福祉センター内 ☎29-4856）

▶石鳥谷地域包括支援センター（〒028-3101石鳥谷町好地6-10-3 石鳥谷総合福祉センター内 ☎41-4012）

▶東和地域包括支援センター（〒028-0115東和町安俵6-71 東和総合福祉センター内 ☎29-4817）


